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はじめに 

 茨木市コミュニティソーシャルワーク協議会は、年度ごとにテー

マを設定して、関係機関や地域の方々と連携を図り、様々な課題を抱

え社会的援護が必要な方の自立に向けた支援や、地域で支え合う仕

組みづくりを中心に活動してまいりました。 

 今年度は、世界中を震撼させている新型コロナウイルスという目

に見えないものに、これまで当たり前にできていたことが、一転して

あらゆるところで様々な制限を余儀なくされるという事態となりま

した。 

 こうした中、今年度のテーマを「新しい生活様式に対応した CSW

の活動を考える」として、この状況下でも支援の手を必要とされる

方々にどのように対応すべきかを考える一年としました。 

 感染リスクを回避しつつ、対象者のニーズを把握し、地域で見守り

などを行っている民生委員・児童委員、その他福祉活動をしている個

人、諸団体との連携が滞ることのないよう様々な工夫を行いました。 

 この報告書は、今年度の取り組みを中心に CSW の活動を様々な

角度から紹介するもので、特集ページでは具体的にコロナ前とコロ

ナ禍とで対応した個別支援や地域活動などを掲載しており、今後同

様の事態に陥った時でも、円滑に活動できる資料として参考にして

いただけるものにしています。 

 普段より地域において活発に支援活動を行っておられる方や団体、

行政機関の方など多くの方にご覧いただき CSW の活動や役割をよ

り一層、ご理解いただくことで、今後さらに円滑な連携が図れれば幸

いです。 

今後とも CSW の活動に対して、温かい支援とご協力をいただき

ますようよろしくお願いします。 

 

茨木市コミュニティソーシャルワーク協議会 

会長 神野 享士       
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１．コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業とは 

 

大阪府は、社会福祉法に基づく都道府県地域福祉支援計画として「大阪府

地域福祉支援計画」を平成 15 年 3 月に策定し、その中で、地域における見

守り・発見、つなぎを行う「地域保健福祉セーフティネット構想」を示しま

した。その後、府の健康福祉分野の単独施策を整理し、再構築を図るため、

平成 16 年 2 月に「大阪府健康福祉アクションプログラム」を策定し、改め

て「地域の健康福祉セーフティネット」を重点施策として位置づけ、平成 16

年 7 月に「コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業実施要綱」を制定

しました。この事業は、市町村が実施主体となり、地域における高齢者、障

害者、ひとり親家庭など援護を必要とするあらゆる方（要援護者）やその家

族・親族などへの支援を通じて、要援護者の福祉の向上と自立生活の支援の

ための基盤づくりを行い、健康福祉セーフティネット（いきいきネット）の

構築を図ることを目的としています。 

 茨木市では、府の実施要綱に基づき、社会福祉法人やＮＰＯ法人などに委

託して、平成 18 年 4 月から 2～3 小学校区ごとに計 14 か所の「いきいき

ネット相談支援センター」を設置し、それぞれに 1 名のコミュニティソーシ

ャルワーカー（ＣＳＷ）を配置しています。 

 ＣＳＷは、福祉に関する幅広い知識を持ち、見守りや相談から適切なサー

ビスへのつなぎ、各種サービス利用申請の同行など要援護者への支援を行い

ます。さらに、困難な支援ニーズや複数の機関などとの連携が必要な事例に

関して、見守りやサービスなどの調整を図るため、課題に応じた関係機関で

構成するケース検討会（健康福祉セーフティネット会議）を開催することに

より、地区福祉委員や民生委員・児童委員など地域で見守り活動をする方が

課題を 1 人で抱え込まないようにするとともに、地域で支えるセーフティネ

ットの体制づくりを行っています。 
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２．要援護者に対する個別相談業務実績 

（１）相談者数とその内訳 

 

相談者数 2,921 名

延べ件数 件数

6,033 1,268

1,869 605

6,456 553

3,088 453

1,415 126

244 53

369 25

20 11

3,264 413

22,758 3,507合計

分類

高齢者（65歳以上）

児童（18才未満）

障害者

子育て中の親子

青少年（16歳以上40歳未満）

DV被害者、被虐待者

外国人

ホームレス

その他(40歳以上65歳未満）

高齢者

36%

児童（18才未満）

17%

障害者

16%

子育て中親子

13%

青少年

4%

DV被害者、

被虐待者

1%

外国人

1%

その他

12%

 

 

 

 

 

 
令和 2 年度の相談者数は 2,921 名でした。前年度は 2,144 名で総数は約 1.4 倍

増加しています。ＤＶ被害者、被虐待者以外の分類はすべて前年比約 1.1 倍～約 2

倍と増えました。 

高齢者の内訳はひとり暮らしの方が約半数を占めています。 

４ 

※１ 

※２ 



   

※1　高齢者 ※2　障害者

延べ件数 件数 延べ件数 件数

6,033 1,268 障害者 6,456 553

2,837 630 5,022 373

1,646 294 1,301 109

1,550 344 534 54

（2）相談経路

延べ件数

9,354

1,836

1,374

921

852

779

572

347

52

1,287

合計 17,374

その他高齢者 うち、身体障害に該当

分類 分類

高齢者（65歳以上）

うち、ひとり暮らし うち、精神障害に該当

うち、高齢者世帯 うち、知的障害に該当

分類

電話

訪問

メール

その他の情報共有

その他

会議中の情報共有

セーフティの情報共有

来所

ケース会議

申請

うち、精神障害に該当

70%

うち、知的障害に該当

20%

うち、身体障害に該当

10%

うち、ひとり暮らし

50%

うち、高齢者世帯

23%

その他高齢者

27%

電話

54%

訪問

11%

メール

8%

その他の情報共有

5%

会議中の情報共有

5%

セーフティの情報共有

5%

来所

3%

ケース会議

2%

その他

7%

 

５ 

相談経路の総合計は、延べ 17,374 件でした。コロナ禍で訪問やケース会議など、

直接対面する形での相談は前年度より減っています。反対に非接触の手段である電話

やメールの延べ件数が昨年度（電話 7,055 件・メール 859 件 合計 7,914 件）に

比べ、大幅に増加（電話 9,354 件・メール 1,374 件 合計 10,728 件）していま

す。 

相談経路 延べ件数 



   

（3）相談内容

延べ件数

7,804

5,204

4,121

3,408

3,206

3,122

2,473

1,383

1,378

872

672

455

405

392

268

191

72

63

その他 1,442

合計 36,931

消費者被害に関する相談

年金に関する相談

当事者組織に関する相談

財産管理・権利擁護に関する相談

ローン・多重債務関連

地域活動・ボランティア関連

外国人に関する相談

その他の福祉制度

相談項目別

生活に関する身近な事

健康・医療関連

高齢者に関する事

安否に関する事

障害児者に関する事

子育て・教育関連

生活困窮に関する事

DV・虐待関連

住宅に関する相談

就労に関する相談

生活に関する身近な事

21%

健康・医療関連

14%

高齢者に関する事

11%

安否に関する事

9%

障害児者に関する事

9%

子育て・教育関連

8%

生活困窮に関する事

7%

DV・虐待関連

4%

住宅に関する相談

4%

就労に関する相談

2%

その他の福祉制度

2%
その他

4%

 

 

 

 

 

 

６ 

コ ラ ム １ 

令和２年度は、新型コロナウイルスの影響による長引く自粛生活や、先の見通しの立

たない不安から、誰にとっても心身ともに健康を保つことが難しい１年になりました。

令和 3 年度もまだまだ「健康・医療関連」や「生活困窮」などの相談が増えることが予

想されます。今後も時代に合わせた CSW の活動について模索していきます。 

相談内容の総合計は、年々増加傾向で、昨年度

は新型コロナウイルスの影響があり延べ 36,931

件で昨年比 10,984 件、42％増でした。「生活

に関する身近な事」が最も多く、延べ 7,804

件、21％を占めています。次いで「健康・医療

関連」が延べ 5,204 件で 14％。「高齢者に関す

る事」が延べ 4,121 件で 11％。今年度は「Ｄ

Ｖ・虐待関連」が延べ 1,383 件で４％、昨年比

755 件、120％増と突出して増加しました。 



   

（４）つながった機関や団体 

項目 件数

民生委員・児童委員 574 27

地域包括支援センター 550 0

相談支援課 202 0

高齢者関係事業所 198 0

中学校 160 0

ＣＳＷ 159 0

小学校 155 0

医療機関 149 1

生活福祉課 132 1

障害者相談支援事業所 123 2

ユースプラザ 79 2

主任児童委員 79 2

子育て支援課 74 3

いのち・愛・ゆめセンター 65 4

自治会 61 4

警察・消防 54 5

茨木市社会福祉協議会 53 6

フードバンク 52 6

保健医療課 46 6

住宅関連業者 46 8

学校教育推進課 42 10

こども政策課 41 11

一般ボランティア 41 12

障害サービス事業所 34 12

法律関係相談窓口 29 12

地区福祉委員会 25 13

就労支援関係機関 24 14

保育園(所）・幼稚園 22 14

子育て支援団体 22 16

その他の学校 16 22

保険年金課・保険年金関係機関 14 22

民間事業所 14 24

大阪府社会福祉協議会 13 25

障害福祉課 12 29

子ども家庭センター 12 34

保健所 12 41

多世代交流センター 11 41

子ども若者自立支援センター 10 42

女性相談関連機関 8 46

放課後等デイサービス事業 6 46

教育センター 6 52

建築課 6 53

長寿介護課 5 54

保育幼稚園課 4 61

学務課 4 65

引きこもり支援関係機関 3 74

地域福祉課 2 79

市民生活課 2 79

消費生活センター 2 123

居住政策課 1 132

慈善事業所 1 149

学童保育課 0 155

青少年課 0 159

建設管理課 0 160

シルバー人材センター 0 198

当事者の会・家族会 0 202

外国人支援関係 0 550

その他（　　　　　　　　　） 27 574

合計 3,482

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

 

 

 

３．茨木市健康福祉セーフティネット 

７ 

 つながった機関や団体の合計は、3,482 件に上り昨年比 107 件増でした。 

 件数の多さは、昨年度の 1 位「民生委員・児童委員」 2 位「地域包括支援センター」

は同じでしたが、3 位に相談支援課（現：福祉総合相談課）202 件（昨年度は、169

件）でした。また、昨年度 37 件であった「フードバンク」が今年度は 52 件と増えた一

方、地域活動の自粛、中止により「地区福祉委員会」は、83 件から 25 件と 7 割も激減

しました。ここでも新型コロナウイルスの蔓延が影響しました。 



   

3．茨木市健康福祉セーフティネット 

●茨木市健康福祉セーフティネット ＝ いきいきネットとは 

 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、高齢・障害・ひとり親家

庭・困窮などで社会的援護が必要になっても孤立することなく、支え合う地域社会を目

指す体制が、茨木市健康福祉セーフティネット ＝ いきいきネットです。 

 要援護者の個別支援から見えてくる地域課題を取り上げ、地域の実情に応じた資源の

活用・開発へと導くのが CSW（コミュニティソーシャルワーカー）の役割です。 

 

●セーフティネットの機能 

 福祉サービスは「行政による措置」の時代から、「自らが決定し利用するもの」へと

変化しました。福祉のニーズも多様化しており、多くの情報やサービスの中から適切な

選択をするには、専門的な知識が必要となっています。 

 

① 身近な相談窓口にて、発見・予見のできる体制を作ります。 

 どこに相談すればいいかわからないまま問題を抱えている人を地域の中で発見し、

適切な相談支援やサービス利用へとワンストップでつなぎます。 

 

② 地域での総合的な相談支援の仕組みをつくります。 

 地域の福祉関係者（民生委員・地区福祉委員など）・行政・社会福祉協議会・地域

包括支援センター・CSW など、専門的な技術・価値を持った人や機関が連携し、地

域でのネットワークを構築します。 

 

③ 要援護者の声を受け止め継続的な支援を行います。 

   問題解決後も再発防止・新たな問題の発生に備え、継続的な見守り支援を行い、

誰もが安心して暮らせる地域をつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ ラ ム ２ 

令和 2 年春から全世界に蔓延している新型コロナウイルスにより、

緊急事態宣言などが発出され、これまで当たり前に開催してきたこと

が感染予防対策のため自粛や中止を余儀なくされた時期がありまし

た。 

このような状況下において、様々な要因により生活困窮に陥る方が

増える傾向にあることから 3 密回避に工夫を凝らして、地域で福祉を

担う方や関係機関との連携を図りましたが、令和 2 年度市内全小学校

区のセーフティネット会議開催実績は、昨年度開催回数 198 回より

47 回減の 151 回でした。 

８ 



   

●健康福祉セーフティネット会議について 

健康福祉セーフティネット会議は現在、茨木市内３２の全小学校区にて、CSW が

事務局となり定期的に開催しています。対象を限定しないで危機介入から日常生活支

援まで幅広いケースに対応したり、地域課題について検討したり、専門家を招いて勉

強会を開いたりと、地域性に応じた内容で進めています。 

開催頻度（毎月～数か月ごと）や構成メンバー、内容も地域ごとに異なりますが、

誰もが安心して暮らせるよう、住民主体で解決すべき問題・共通課題に取り組む過程

で、地域力を高めていくことを目的に行っています。 

   

＜主な内容＞ 

   ＊地域住民・専門職にて把握しているケースの検討 

   ＊地域福祉に関する情報共有・伝達 

   ＊勉強会・研修会 

   ＊社会資源の活用・創出他、地域福祉に関わること 

   ＊地域課題の把握 

 

＜イメージ図＞ 

 

             健康福祉セーフティネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員・児童委員

主任児童委員 

地区福祉委員会 

CSW 
地域包括支援センター 

自治会・老人会等地域の各団体 市役所・社会福祉協議会 
障害者相談支援センター 

各種専門機関  

＊医療機関 

＊保育／教育機関 

＊高齢／障害事業所 

＊保健所など  
生活上の困りごと 

＊高齢・障害・子育て 

＊不登校・ひきこもり 

＊生活困窮 

＊制度のはざまなど 

９ 

医療機関 



   

４．特集『新しい生活様式に対応した CSW の活動を考える』  

10 

新型コロナウイルスの影響により、CSW がこれまで行ってきた「対面での個別相

談業務」や「地域のつながりを育むための地域活動」「様々な課題を抱えた方を地域の

中で予防、発見、支援へのつなぎや見守りするためのセーフティネット会議」など、

様々な活動が制限を受けました。一方これまで以上にうつや自殺、生活困窮、虐待、

DV、各種依存症など、CSW の対応を必要とされる方が増大することが予想されま

す。こういった状況の中「新しい生活様式に対応した CSW の活動」について実践を

まとめてみました。 

世界的な発生から、日本→大阪→茨木へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 社協より 3 月末まで 

地区福祉委員会事業中止・延期指示 

市主催（共催含む）の 

市民が参加するイベント

集会の原則中止 

大阪ライブハウス 

でクラスター発生 

 
3/7 市内で初の感染者！ 

市内の公共施設利用禁止に 

2019 年 12 月 8 日  

中国湖北省武漢市で「原因不明の肺炎患者」初確認  
 

２０２０ 

1/14    

2 / 1    

2 / 3   

2/13 

2 月 中 旬 

2/21  

 

2/25   

2/26   

2/27 

2/27 

 

3/13   

3 / 9   

3/11   

3/24   

   

6 月 

7 月   

8 月   

10/10   

10/24   

10/26  

12/14   

2 0 2 1 

1 / 8 

1/13 

神奈川県内で渡航歴のある感染者を初確認 

中国湖北省に滞在歴のある外国人の入国を拒否 

ダイアモンドプリンセス号が横浜港に帰港 

国内初の死者確認 

渡航歴のない感染者の報告が相次ぎ、「市中感染」へ 

東京都：飲食を伴う屋内イベント中止・延期要請 

 

厚生労働省「クラスター対策班」立ち上げ 

全国的なスポーツ・文化イベントの 2 週間中止・延期・縮小要求 

北海道：道内小中学校の臨時休校、翌日道独自の緊急事態宣言 

3/2～全国すべての小中高を春休みまでの臨時休校指示へ 

小学校等休業対応助成金 創設 

新型インフルエンザ特別対策措置法成立 

中国・韓国からの入国規制 

WHO「パンデミックに相当する」と発表 

東京オリンピック 1 年延期決定 

春の選抜高校野球中止決定 

府内小中学校再開 

「GOTO トラベル」開始（東京を除く） 

全国の感染者数 1,600 人超「感染第 2 波」 

「GOTO イート」開始「GOTO トラベル」に東京含む 

「GOTO イート」食事券新規発行中止要請 

 4 都道府県飲食店へに時短・休業要請 

「GOTO トラベル」停止 

 

2 回目の緊急事態宣言発令（1 都 3 県） 

大阪府含め都府県に緊急事態宣言発令地域拡大（～3/21） 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 1１ 

緊急性の高い場合は訪問しているが、対面での相談は控えつつ相談者との関係性が

途切れてしまわないよう、定期的に電話や手紙、パステルアートのカード 

でアプローチした。 ケースバイケースで対面での訪問、来所や電話、メールなど相談業務を行ってきた。

個別支援 

飲食や大人数、3 密での行事を中止、話し合いを重ねウォーキングイベントなど

新しい企画の立ち上げに協力した。 
9 月～感染対策をしてぷらっとホームカフェ、子育て 

サロンを再開。まだまだ自粛傾向にある人も多いため、 

再開のお知らせと電話での相談窓口を記載したチラシを配布。 

地域のつながりを育むための地域活動に参加し、顔の見える関係作りや、CSW の

周知活動を行ってきた。 地域活動 
関係機関はオンライン参加か紙面参加を選択可能にし、 

地域の方は感染対策して会議室にて会議を実施した。 

会議が再開されていない校区については、民生委員児童委員の会議の 

終了後に個別事例の共有や情報提供を行い、地域のセーフティネット機能を果たした。 

定期的に１か月～3 か月に 1 回、地域住民と関係機関において、個別事例の共有や検

討を重ね、地域において孤立を予防しセーフティネット機能を構築。福祉の情報や地

域情報について情報提供、昨今の福祉課題等ついて研修を含む会議を行ってきた。 

健康福祉セーフティネット会議 
相談会や会議、地域活動が中止になった時間を活用し担当地域 

の普段通らない路地や住宅地を回り地域の把握に努めた。 

オンラインでの研修や事例検討会へ参加。移動時間がなく、 

コスト削減などのメリットがある。 
まるごと相談会、セーフティネット会議、地域活動に参加。 

その他 
まとめ 

令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、CSW が今まで大切にしてき

た「顔の見える関係づくり」「人と人のつながり」という活動が難しくなり、どの

ように支援していくか、SOS を出せない方にどのように働きかけるかを模索し続

けた 1 年になりました。今後も様々な方法を取り入れながら「つながり」が途切

れないような活動を続けていきます。 

 

 



   

５．個別相談援助 

（1）つなぎの過程で課題のあるケース 

 現状（見立て）→対応策（ゴール設定） 

 

１．自殺未遂で精神科に入院し退院したが、統合失調症の症状が改善せず、家族

が対応に疲弊している。 

  →医療・福祉など支援機関が連携し、病状の安定を図りながら、本人の状態・

能力に合ったつなぎ先を模索する。 

 

２．祖父と母親の折り合いが悪く、母親が家出。父親は夜勤の仕事で、育児と祖

父の介護、家事が行き届かない。祖父は認知症で徘徊し、家に帰れない日が

増えてきた。 

  →父親は先の見通しを立て祖父の施設入所など判断することが難しい。多

機関がいろいろな課題をばらばらに話すと混乱するため、CSW が情報を集

約し、優先順位をつけ父親にわかりやすく説明し、課題を整理していく。 

 

３．ライフラインが止まっているが、なんとか生活している 50 代男性。3 年間

会えていないため、郵便物の有無にて安否確認を行っている。 

  →会って話が聞けるよう訪問を継続。CSW とつながりができれば、生活費

を得られるよう、生活困窮者自立支援事業※1 を利用し、就労又は生活保護

へつなぐ。 

 

４．軽度の認知機能障害が見られるも、拒否が強く専門医につながっていない

80 代女性。 

→外出自粛のストレスか、不安や恐怖心など精神症状が現れたため、夫をフ

ォローする形で医療、介護保険サービスにつなぐ。 

 

５．近隣住民が「家の周りや外壁に水や変な液体をかける」などの被害妄想が出

現し、警察に通報したり防犯カメラを設置したりして確認している。 

  →本人に病気だという認識がないので、障害者相談支援センター、保健所、

近隣と連携し介入のタイミングを見計らう。 

 

※１ 生活困窮者自立支援事業 

   生活が困窮する人に、生活保護に至る前段階で現在の状況把握と課題を整理し、自立

のための相談支援を行う事業 
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（2）ニーズはあるが社会資源がないケース 

現状→希望する社会資源 

 

１．耐震の問題で公民館など身近な場所に避難できるところがない。 

  →身近な場所や行きやすい場所に避難所を設置。 

 

２．DV で避難、離婚で転入してきた世帯。地域のつながりがなく孤立してしま

う。 

  →世帯が孤立しないよう地域でサポートする仕組み。 

 

３．数年前に転居してこられた 60 代女性。移動が困難で、インターネットも利

用できないため、コインランドリーがどこにあるかなど、近隣の情報が得ら

れない。 

  →圏域内の社会資源マップの作成。それらが必要な人に届くような仕組み。 

 

４．校区内の自力で通える場所に児童の居場所がない。 

  →児童館、学童保育、放課後子ども教室など。 

 

５．養育力に欠ける世帯の子ども。生活習慣が身に付かない。 

  →1 日 3 回の食事や整理整頓、入浴、規則正しい生活リズムなどを身に付

けるための生活訓練の場。 

 

６．アルコール依存症で入退院を繰り返している 50 代男性。退院すると昔なじ

みのご近所さんがお酒を勧め、飲酒をやめることができない。 

 →６５歳未満のアルコール依存症の人が、退院後にお酒と離れて暮らすこと

ができる近くの施設。 

 

  
このように CSW は、個別支援から見えてくる 

地域課題を把握し、連携支援を通して地域力を 

高めながら、ニーズに応じた社会資源の開発へと 

つながるよう、それぞれの地域で活動しています。  
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6．「生活困窮者自立支援事業：くらしサポートセンター 

あすてっぷ茨木」（通称：あすてっぷ）への協力 

 

平成 27 年度より生活困窮者自立支援制度が施行され、ＣＳＷも「あすてっぷ」と連

携を図っています。この事業は、働きたくても働けない、住むところがない、金銭管理

が難しいなどの困っている状況に対応します。令和２年度は新型コロナウイルスの感染

拡大により、生活に困窮する世帯が増え、住居確保給付金※の申請などあすてっぷへの

つなぎが 71 件と前年度より増加しました。 

 

※主たる生計者が就職活動を行うなど、一定の条件を満たした場合、市町村が定める額を上限に実際の家

賃額を原則３か月間支給する制度 

 

７．「福祉まるごと相談会」への協力 

 

平成 25 年度から行政と地域との協働により定期開催されている「福祉まるごと相談

会」は、市役所よりも身近なコミュニティセンターなどにて、民生委員・児童委員、主

任児童委員が相談に応じ、社会福祉協議会地区担当職員、CSW も出席してサポートし

ています。 

 今年度は 7 小学校区において 63 回開催され、39 人（54 件）の相談がありました。 

 相談内容としては、介護保険・健康・医療・財産管理に関することなど生活に身近な

ことが多くを占め、必要な相談対応や関係機関へのつなぎを行ってきました。 

 令和 2 年度にて「福祉まるごと相談会」は終了します。令和 3 年度から、令和 5 年

度までに東西南北中央の 5 圏域に段階的に整備されていく地区保健福祉センターに機

能が移行し、身近な地域で誰もが気軽に相談できるよう、地域包括支援センター・障害

者相談支援事センター・CSW・保健師・社会福祉協議会・生活支援コーディネーター

の専門職が対応していきます。 
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８．茨木市コミュニティソーシャルワーク協議会 

 毎月定例で全 CSW が集まり、協議会を運営しています（巻末資料参照）。全

体で取り組むテーマに沿って令和 2 年度は「評価検討部会」「福祉活動交流会部

会」「周知部会」を部会活動として行いました。 

（1）評価検討部会 

 令和 2 年度の評価検討部会は、「CSW 活動の見せ方を工夫することで、スキルアッ

プと地域の福祉の増進に寄与する」を目的に活動を行いました。 

 昨年作成した「CSW 自己点検表」にて、各 CSW が活動を振り返ったときに出てき

た意見を集めました。その中でソーシャルワーカーの理念である「ソーシャルワークの

グローバル定義」について解釈が難しいとの意見が上がりました。 

そこで、地域共生社会を目指す国の動向などとグローバル定義を学び、茨木 CSW が

目指す地域福祉のコーディネーターとしてのあり方を考え、見える化をするきっかけに

したいと、茨木市 CSW 協議会に長年ご協力いただいている東京都立大学 室田信一准

教授にと講義開催を依頼しました。 

10 月 30 日（金）にオンライン研修を開催し「地域共生社会とグローバル定義につ

いて～茨木市 CSW 活動の評価と見える化～」と題してご講義いただき、お互いの役割、

立場にたった評価について体感するグループワークで盛りだくさんの２時間でした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研修の前後で室田准教授とも自己点検表の見せ方についてオンライン会議を重ね、今

年度は自己点検表を基に茨木市の総評をまとめることになりました。今後は茨木市を５

圏域に分けて総評を作成すること、自己点検表の中でも抽象度が高く解釈の難しいとさ

れるグローバル定義についても、実践事例にあてはめ、どの CSW にも具体的に見えや

すくすることも盛り込んでいく予定です。 

15 



   

（２）福祉活動交流会部会 

 

  日 時：令和 2 年 12 月 9 日（水）14：00～16：00 

場 所：北 圏 域   生涯学習センターきらめき 304 号室 

      西 1 圏域   生涯学習センターきらめき 303 号室 

      西 2 圏域   生涯学習センターきらめき 302 号室 

      中央圏 域   上中条青少年センター 青少年ホール 

      東 圏 域  総持寺 いのち・愛・ゆめセンター大会議室 

      南 圏 域  沢良宜 いのち・愛・ゆめセンター大会議室 

参加者：135 名（ＣＳＷ含まず） 

      小中高など学校校長・教頭・教諭、ＳＳＷ、青少年指導員、主任児童委員、

民生委員・児童委員、福祉委員会、自治会連合会、ユースプラザ、茨木市

子ども若者自立支援センター、放課後等デイサービス、ひきこもり家族支

援ネット、教会、こども食堂、地域包括支援センター、障害者相談支援セ

ンター、多世代交流センター、社会福祉協議会、こども政策課、保健医療

課、地域福祉課、社会教育振興課、相談支援課 

テーマ：新しい生活様式に対応した子ども・若者支援を考える 

        ～みんなに居場所があるまち茨木をめざして～ 

目 的：昨年度は、「ひきこもり支援者のつながりを強化する」という目的で開催

したが今年度は、不登校・ひきこもりなどの問題を地域課題として対応や

予防ができるよう、参加団体をひきこもり支援者に限らず、地域のつなが

りづくりの一員となり得る人々を加え、「みんなに居場所があるまち」を

創るために、共に学び知恵を出し合うことを目的として交流会を行う。 

内 容：オンラインで実施 

      ＊ＣＳＷ報告   

      各会場で実施 

      ＊各ユースプラザの報告 

      ＊意見交換会 

      オンラインで実施 

      ＊感想 

 

◎感染症対策として、オンラインで市内 6 会場をつなぎ、実施しました。各会場で

ユースプラザの紹介・報告をした後の意見交換会は、地域での課題を共有できまし

た。しかし、機器の扱い、感染症対策の方法など今後の課題も多く見つかりました。 
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（３）周知部会 

 

令和 2 年度は新型コロナウイルスの影響で、生活困窮や心身の不調、各種

依存症、虐待や社会的孤立など、さまざまな困りごとが増加することが予測さ

れた一方で、それを身近な地域で気付き、つながりを育むための見守り訪問活

動や地域福祉活動は制限を受けました。 

周知部会では新しい生活様式に対応した CSW の活動を模索し、困りごとが

ある方に CSW の情報をお届けできるよう「広報誌の PR」「チラシの作成」｢周

知活動」「活動報告書の作成」を行いました。 

 

○広報誌の PR 

  連合会報第 68 号、民児協いばらき第 77 号に CSW の記事を掲載してい

ただきました。 

 

○チラシの作成 

コロナ不安に着目した「新型コロナウイルスの影響でこんなことありません

か？」というチラシを作成しました。 

 

○周知活動 

日にち 場所 対象者 

令和 2 年 7 月 30 日 茨木市役所 生活福祉課 

令和 2 年 8 月 3 日 子育て支援総合 

センター 
こども相談係 

令和 2 年 8 月 21 日 茨木市役所 大阪司法書士会 

令和 2 年 10 月 2 日 茨木市役所 茨木警察署 地域課 

今年度は生活福祉課、こども相談係とより連携を深めていくために「こんな

ときは CSW につないでください」と具体的な事例を挙げ、お話をさせていた

だきました。 

大阪司法書士会や茨木警察署地域課とは、新型コロナウイルス感染症が落

ち着いてから今後の連携について意見交換会を実施する予定です。 

市内総合病院、精神科病院へ 2019CSW 活動報告書、CSW チラシ、地域

の相談窓口のパンフレットを郵送し連携をお願いしました。 

 

○活動報告書の作成 

幅広く市民の方に CSW の活動を知っていただくために、活動報告書を作

成しました。 
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♪いきいきネット相談支援センター 一覧♪ 
担当小学校区 

いきいきネット 

相談支援センター 
ＣＳＷ 連絡先 

清溪・忍頂寺・

山手台 
やまゆり苑 清水 まお 大字泉原 37-6 

090-5122-

6613 

安威・福井・ 

耳原 
天兆園 福隅 友美 安威二丁目 10-11 640-3970 

豊川・郡山・ 

彩都西 
常清の里 

濱 里沙(～7 月) 

田村 綾(8 月～) 
清水一丁目 28-22 646-5601 

太田・西河原 天兆園 永森 真理 安威二丁目 10-11 
090-7365-

9229 

三島・庄栄 M-CAN（ミカン） 
山田美名(～12 月) 

南 靖子(1 月～) 
総持寺二丁目 5-36 

080-2430-

5342 

東・白川 エルダー 神野 享士 庄二丁目 7-38 
080-8946-

3999 

春日・郡・畑田 ビーベル 久保 麻美 上穂積一丁目 2-27 622-0166 

沢池・西 春日丘荘 新田 恭子 南春日丘七丁目 11-48 
080-3215-

6096 

春日丘・穂積 静華苑 山本 洋美 見付山一丁目 11-1 665-6678 

茨木・中条 茨木市社会福祉協議会 横井 美奈 
駅前四丁目 7-55 

福祉文化会館 4 階 

080-4294-

2331 

大池・中津 茨木市社会福祉協議会 
秋吉真季(～10 月) 

大嶋香織(11 月～) 

駅前四丁目 7-55 

福祉文化会館 4 階 

080-4294-

2296 

玉櫛・水尾 あしはら 樋口 幸子 真砂二丁目 16-15 636-6088 

玉島・葦原 はっちぽっち 久貝 美穂 沢良宜浜三丁目 14-1 648-7982 

天王・東奈良 南茨木 桝野 照子 東奈良三丁目 16-14 
080-4169-

5540 

令和 2 年度 

CSW：Community Social Worker 
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茨木市コミュニティソーシャルワーク協議会会則  
（名称） 
第１ 本会は、茨木市コミュニティソーシャルワーク協議会（以下「協議会」と

いう。）と称する。  
（目的） 
第２ 協議会は、茨木市コミュニティソーシャルワーカー配置事業実施要綱に

定める活動を円滑に行うため、コミュニティソーシャルワーカー間の情報の

交換を行うとともに活動水準の均一化を図ることを目的とする。  
（協議事項） 
第３ 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1)地域福祉の計画的な推進に関すること。 
(2)セーフティネット体制づくりに関すること。 
(3)要援護者に対する見守り・相談に関すること。 
(4)関係機関相互の報告、連絡、相談等に関すること。  

（構成） 
第４ 協議会は、コミュニティソーシャルワーカーで構成する。  
（役員） 
第５ 協議会に会長、副会長を置く。 
２ 会長は、構成員の中から互選するものとする。 
３ 副会長は部会長をもって充てる。 
４ 会長及び副会長と兼任はできないものとする。 
５ 会長、副会長の任期は１年間とする。ただし、再任を妨げない。  
（部会） 
第６ 協議会は、第２に定める目的を達成するため、部会を設置する。 
２ 部会には部会長を置く。 
３ 部会長は部会員の中から互選するものとする。  
（定例会） 
第７ 定例会は、会長が招集する。 
２ 定例会の議長及び書記は、定例会の都度、会長が指名するものとする。 
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３ 会長は必要に応じて、定例会にオブザーバーを参加させることができる。  
（ブロック） 
第８ 業務の連絡調整を円滑に行うため、市内の日常生活圏域で情報共有を図

る。  
（庶務） 
第９ 庶務は、茨木市健康福祉部相談支援課において処理するものとする。 
２ 庶務は、会の事務的業務等を担い、必要に応じて協議会に助言等を行う。  
（会則の変更） 
第１０ この会則の変更は、市と協議会との協議の上で行う。  
（その他） 
第１１ この会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、市と協議

会との協議の上で定める。   
附 則 

この会則は、平成１８年４月１日から施行する。 
附 則 

この会則は、平成２０年７月１日から施行する。 
  附 則 
この会則は、平成２１年４月１日から施行する。 
附 則 

この会則は、平成２５年６月２５日から施行する。 
附 則 

この会則は、平成２７年４月１日から施行する。 
附 則 

この会則は、平成２９年１月６日から施行する。 
附 則 

この会則は、平成３０年４月１日から施行する。 
附 則 

この会則は、平成３１年４月１日から施行する。  
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おわりに 

 

新型コロナウイルス感染症の流行により、日々の生活にさまざまな

制約や我慢が必要になっています。短期間であれば辛抱できること

も、長期化することで、生活環境の変化に馴染めず引きこもりや不登

校になってしまった、不満や負担感の増大による虐待の発生、また、

先の見えない不安による精神的な不調や失業・減収による経済的困

窮の相談が増えてきています。 

 このような状況下、要援護者・世帯の早期把握と解決への支援（介

入）として、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の地域活動

が期待されています。困りごとや不安、悩みを抱えながら“誰に相談

したらいいか分からない人”を見つけ支援する、この CSW の地道

な活動を支えるのは、地域の皆さんとの情報の共有や見守り体制と

いった基盤（ネットワーク）です。 

 コロナ禍だからこそ、地域活動が「できない」ではなく「できる」

方法を模索しながら、より迅速な支援ができるよう、地域のさまざま

な皆さん（住民の方や事業者、教育や専門支援機関等）とのネットワ

ークを太く・密にしなければと思います。 

 ぜひ、CSW の役割や活動をご理解いただき、今後もご支援をよろ

しくお願いいたします。                

 

健康福祉部相談支援課長 竹 下 綾 子 
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